
○
佐
倉
市
水
道
事
業
給
水
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
水
道
部
管
理
規
程
一
号
） 

新 

旧 
（
工
事
の
申
込
み
） 

（
工
事
の
申
込
み
） 

第
二
条 
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
を
新
設
し
、
改
造
し
、
又
は
撤
去
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
給
水
装
置
（
新
設
・
改
造
・
撤
去
）
工
事
設
計
施
行
審
査
申
込
書
（
別
記
様

式
第
一
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い

う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
条 

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
給
水
装
置
の
新
設
、
改
造
、
又
は
撤
去
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
給
水
装
置
（
新
設
・
改
造
・
撤
去
）
工
事
設
計
施
行
審
査
申
込
書
（
別
記
様
式

第
一
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
に
基
づ
く
確
認
済
証
及
び
確
認
申

請
書
（
当
該
建
築
物
に
関
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
に
限
る
。
）
の
写
し
。
た
だ
し
、

同
法
に
基
づ
く
確
認
済
証
の
交
付
を
要
し
な
い
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

一 

他
人
の
土
地
又
は
家
屋
に
給
水
装
置
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
又
は

家
屋
の
所
有
者
の
同
意
を
得
た
旨
の
書
面 

二 

給
水
装
置
の
新
設
又
は
改
造
に
伴
っ
て
受
水
槽
等
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

設
計
に
関
す
る
書
面 

二 

他
人
の
給
水
装
置
か
ら
給
水
管
を
分
岐
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
給
水
装
置
の
所

有
者
の
同
意
を
得
た
旨
の
書
面 

三 

借
地
、
借
家
等
の
場
合
に
お
い
て
、
他
人
の
土
地
又
は
家
屋
に
給
水
装
置
を
設
置
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
土
地
又
は
家
屋
の
所
有
者
の
同
意
を
得
た
旨
の
書
面 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
工
事
申
込
者
の
誓

約
書 

四 

そ
の
他
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
書
面 

四 

給
水
装
置
の
新
設
又
は
改
造
に
伴
っ
て
受
水
槽
等
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の

設
計
に
関
す
る
参
考
図
書 

（
工
事
の
承
認
） 

（
工
事
の
承
認
） 

第
三
条 

管
理
者
は
、
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
給
水
装
置
工
事
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、

当
該
給
水
装
置
工
事
に
係
る
加
入
負
担
金
、
検
査
手
数
料
等
の
納
付
を
確
認
の
上
、
給
水
装

置
工
事
施
工
承
認
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

管
理
者
は
、
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
給
水
装
置
工
事
を
承
認
し
た
と
き
は
、
給

水
装
置
工
事
施
工
承
認
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
分
岐
後
最
初
に
設
置
す
る
止
水
栓
の
位
置
） 

（
止
水
栓
の
位
置
） 

第
八
条 

配
水
管
か
ら
分
岐
し
て
最
初
に
設
置
す
る
止
水
栓
は
、
原
則
と
し
て
、
道
路
境
界

か
ら
宅
地
内
一
メ
ー
ト
ル
以
内
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

配
水
管
か
ら
分
岐
し
て
最
初
に
設
置
す
る
止
水
栓
の
位
置
は
、
原
則
と
し
て
道
路

境
界
か
ら
宅
地
内
一
メ
ー
ト
ル
以
内
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
給
水
管
及
び
給
水
用
具
の
構
造
及
び
材
質
） 

（
給
水
管
及
び
給
水
用
具
の
構
造
及
び
材
質
） 

第
十
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
管
及
び
給
水
用
具
の
構
造
及
び
材
質
の

基
準
と
し
て
、
管
理
者
が
定
め
る
公
道
（
公
道
と
同
等
又
は
公
道
に
準
ず
る
利
用
形
態
が

認
め
ら
れ
る
私
道
を
含
む
。
）
内
に
用
い
る
給
水
管
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
十
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
定
め
る
給
水
管
及
び
給
水
用
具
の

構
造
及
び
材
質
の
基
準
の
う
ち
、
公
道
（
公
道
と
同
等
又
は
公
道
に
準
ず
る
利
用
形
態
が

認
め
ら
れ
る
私
道
を
含
む
。
）
内
に
用
い
る
給
水
管
の
材
質
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

一 

口
径
が
四
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
給
水
管 

水
道
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
二
層
管
（
日
本

工
業
規
格
番
号
Ｋ
六
七
六
二
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
） 

一 
口
径
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
給
水
管 

ポ
リ
エ
チ
レ
ン 

二 

口
径
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
給
水
管 

水
道
配
水
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
（
日
本

水
道
協
会
規
格
番
号
Ｋ
一
四
四
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の
） 

二 

口
径
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
給
水
管 

ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄 

（
代
理
人
の
届
出
） 

 



第
十
二
条 

条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
の
届
出
は
、
代
理
人
届
（
別
記
様
式
第
六

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
２ 
前
項
の
届
出
は
、
口
頭
に
よ
る
届
出
を
も
っ
て
代
理
人
届
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
共
有
又
は
共
用
の
届
出
） 

 

第
十
三
条 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
給
水
装
置
を
共
有
す
る
者
又
は

同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
給
水
装
置
を
共
用
す
る
者
の
届
出
は
、
共
用
栓
管
理
人
届
（
別

記
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
は
、
口
頭
に
よ
る
届
出
を
も
っ
て
共
用
栓
管
理
人
届
の
提
出
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
メ
ー
タ
ー
の
設
置
及
び
位
置
） 

（
メ
ー
タ
ー
の
設
置
及
び
位
置
） 

第
十
四
条 

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
水
道
メ
ー
タ
ー
（
以
下
「
メ

ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
き
一
個
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物

が
構
造
上
二
以
上
の
部
分
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
区
分
さ
れ
た
部
分
が
各
々

独
立
し
て
住
居
、
店
舗
、
事
務
所
等
の
建
物
と
し
て
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

は
、
当
該
区
分
ご
と
に
メ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
二
条 

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
水
道
メ
ー
タ
ー
（
以
下
「
メ

ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
き
一
個
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物

が
構
造
上
二
以
上
の
部
分
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
独
立
し
て
住
居
、
店
舗
、
事
務

所
等
の
建
物
と
し
て
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
給
水
装
置
を
個
別

に
当
該
部
分
に
設
置
し
た
と
き
は
、
当
該
給
水
装
置
ご
と
に
メ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
定
め
る
メ
ー
タ
ー
の
設
置
の
位
置

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
メ
ー
タ
ー
は
、
水
平
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
メ
ー
タ
ー
の
設
置
の
位
置
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
備
え
て
い
る
も
の
と
し
、
当
該
メ
ー
タ
ー
は
、
水
平
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

メ
ー
タ
ー
の
点
検
が
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

一 

メ
ー
タ
ー
の
点
検
が
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

二 

常
に
乾
燥
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

常
に
乾
燥
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

メ
ー
タ
ー
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

三 

メ
ー
タ
ー
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

（
メ
ー
タ
ー
の
点
検
） 

（
メ
ー
タ
ー
の
定
例
日
点
検
） 

第
十
五
条 

メ
ー
タ
ー
は
、
隔
月
の
定
例
日
に
点
検
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者

が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
三
条 

メ
ー
タ
ー
の
点
検
は
、
隔
月
の
定
例
日
に
水
道
メ
ー
タ
ー
点
検
簿
（
別
記
様
式
第

六
号
）
に
よ
り
点
検
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

メ
ー
タ
ー
の
指
示
量
に
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
出
た
と
き
は
、
次
回
の
点
検

分
に
繰
り
越
し
て
計
算
す
る
。 

２ 
メ
ー
タ
ー
の
指
示
量
に
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
出
た
と
き
は
、
次
回
の
点
検

分
に
繰
り
越
し
て
計
算
す
る
。 

３ 

条
例
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
水
量
を
認
定
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
。 

３ 

条
例
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
水
量
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
よ
る
。 

一 

前
四
箇
月
の
使
用
水
量
の
二
分
の
一 

一 

前
四
箇
月
の
使
用
水
量
の
二
分
の
一 

二 

前
年
同
期
の
使
用
水
量 

二 

前
年
同
期
の
使
用
水
量 

三 

そ
の
他
管
理
者
が
認
め
た
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
使
用
水
量 

三 

そ
の
他
管
理
者
が
認
め
た
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
使
用
水
量 

第
十
六
条
～
第
十
八
条 

（
略
） 

第
十
四
条
～
第
十
六
条 
（
略
） 
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（
水
道
の
使
用
に
関
す
る
届
出
） 

 
第
十
九
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
届

出
は
、
水
道
使
用
開
始
届
（
別
記
様
式
第
八
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
水
道
の
使
用
を
や
め
る
届
出
は
、
水
道

使
用
休
止
（
廃
止
）
届
（
別
記
様
式
第
九
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
水
道
の
用
途
を
変
更
す
る
届
出
は
、
用

途
変
更
届
（
別
記
様
式
第
十
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
水
道
使
用
者
の
氏
名
又
は
住
所
に
変

更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
管
理
人
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
若
し

く
は
そ
の
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
の
届
出
は
、
住
所
（
氏
名
）
変
更
届
（
別
記
様
式
第

十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

前
各
項
の
届
出
は
、
管
理
業
務
委
託
業
者
（
管
理
者
が
給
水
に
係
る
管
理
業
務
を
委
託
し

た
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
を
管
理
業
務
委
託
業
者
が
取
り
ま
と
め
て
管
理
者
に
報
告
す
る

と
き
は
、
口
頭
に
よ
る
届
出
を
も
っ
て
住
所
（
氏
名
）
変
更
届
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
給
水
装
置
所
有
者
に
関
す
る
届
出
） 

 

第
二
十
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
、
給
水
装
置
の
所
有
者
の
変
更

の
届
出
は
、
給
水
装
置
所
有
者
変
更
届
（
別
記
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
必
要
な
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
は
、
管
理
業
務
委
託
者
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

第
一
項
の
届
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
当
該
給
水
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
土
地

の
所
有
者
を
当
該
給
水
装
置
の
所
有
者
と
み
な
す
。 

 

（
消
火
栓
の
使
用
に
関
す
る
届
出
） 

 

第
二
十
一
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
、
消
防
の
演
習
に
私
設
消
火

栓
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
水
道
使
用
者
等
の
届
出
は
、
消
火
栓
使
用
届
（
別
記
様
式
第
十
三

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
、
消
防
用
と
し
て
水
道
を
使
用
す
る
水

道
使
用
者
等
の
届
出
は
、
消
火
栓
火
災
使
用
届
（
別
記
様
式
第
十
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

３ 

前
二
項
の
届
出
は
、
口
頭
で
の
届
出
を
も
っ
て
消
火
栓
使
用
届
又
は
消
火
栓
火
災
使
用
届

の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
修
繕
の
依
頼
） 

（
修
繕
の
依
頼
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
修
繕
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者

第
十
七
条 

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
修
繕
を
管
理
者
に
依
頼
し
よ
う
と
す



は
、
修
繕
依
頼
書
（
別
記
様
式
第
十
五
号
）
を
管
理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

る
者
は
、
修
繕
依
頼
書
（
別
記
様
式
第
七
号
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
給
水
装
置
等
の
検
査
の
請
求
） 

（
給
水
装
置
等
の
検
査
の
請
求
） 

第
二
十
三
条 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
水
装
置
の
検
査
又
は
供
給
さ
れ

る
水
の
水
質
検
査
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
給
水
装
置
（
水
質
）
検
査
請
求
書
（
別

記
様
式
第
十
六
号
）
を
管
理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
の
検
査
又
は
供
給
さ
れ
る

水
の
水
質
検
査
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
給
水
装
置
（
水
質
）
検
査
請
求
書
（
別

記
様
式
第
八
号
）
を
管
理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
の
費
用
を
要
す
る
と
き
と
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
を
い
う
。 

２ 

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
の
費
用
を
要
す
る
と
き
と
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
を
い
う
。 

一 

給
水
装
置
の
機
能
の
検
査
に
つ
い
て
特
に
材
料
の
使
用
を
必
要
と
す
る
と
き
。 

一 

給
水
装
置
の
機
能
の
検
査
に
つ
い
て
特
に
材
料
の
使
用
を
必
要
と
す
る
と
き
。 

二 

水
質
に
つ
い
て
は
、
飲
料
の
適
否
に
関
す
る
検
査
以
外
の
検
査
を
行
う
と
き
。 

二 

水
質
に
つ
い
て
は
、
飲
料
の
適
否
に
関
す
る
検
査
以
外
の
検
査
を
行
う
と
き
。 

三 

そ
の
他
通
常
の
検
査
以
外
の
特
別
の
費
用
を
要
す
る
と
き
。 

三 

そ
の
他
通
常
の
検
査
以
外
の
特
別
の
費
用
を
要
す
る
と
き
。 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

（
給
水
装
置
の
確
認
申
請
） 

（
給
水
装
置
の
確
認
申
請
） 

第
二
十
五
条 

条
例
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
装
置
の
確
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
給
水
装
置
確
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
七
号
）
に
給
水
装
置
（
新
設
・
改

造
・
撤
去
）
工
事
設
計
施
行
審
査
申
込
書
を
添
え
て
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
二
十
条 

条
例
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
規
定
す
る
給
水
装
置
の
確
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
給
水
装
置
確
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
九
号
）
に
給
水
装
置
（
新
設
・
改

造
・
撤
去
）
工
事
設
計
施
行
審
査
申
込
書
を
添
え
て
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

第
二
十
条
の
二 

（
略
） 

 

（
届
出
の
様
式
） 

 

第
二
十
一
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
の
様
式
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

条
例
第
十
八
条
の
届
出 

代
理
人
届
（
別
記
様
式
第
十
号
） 

 

二 

条
例
第
十
九
条
の
届
出 

共
用
栓
管
理
人
届
（
別
記
様
式
第
十
一
号
） 

 

三 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
届
出 

水
道
使
用
開
始
届
（
別
記
様
式
第
十
二

号
） 

 

四 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
届
出 

水
道
使
用
休
止
（
廃
止
）
届
（
別
記
様
式

第
十
三
号
） 

 

五 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
届
出 

用
途
変
更
届
（
別
記
様
式
第
十
四
号
） 

 
六 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
届
出 

消
火
栓
使
用
届
（
別
記
様
式
第
十
五
号
） 

 
七 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
四
号
の
届
出 

住
所
（
氏
名
）
変
更
届
（
別
記

様
式
第
十
六
号
） 

 

八 
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
届
出 

給
水
装
置
所
有
者
変
更
届
（
別
記
様
式
第

十
七
号
） 

 

九 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
届
出 

消
火
栓
火
災
使
用
届
（
別
記
様
式
第
十
八

号
） 

（
標
識
の
掲
示
） 

（
門
戸
に
掲
げ
る
標
識
） 



第
二
十
七
条 

給
水
装
置
の
所
有
者
は
、
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
標
識
（
別
記
様
式
第
十

八
号
）
を
確
認
し
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
二
条 

給
水
装
置
の
所
有
者
は
、
条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
水
道
標
識
（
別
記
様
式
第

十
九
号
）
を
、
門
戸
等
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 


